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  芸術系研究倫理委員会細則 
 
 （趣旨） 
第１条  この部局細則は、筑波大学におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する規 
則（平成１８年法人規則第７号）第１１条第３項の規定に基づき、芸術系に芸術系研

究倫理委員会（以下、「委員会」という。）を置き、芸術系で行うヒトを対象とする研

究（以下「研究」という。）において、研究計画の適正な実施及び審査を行うために

必要な事項を定めるものとする。 
 
 （任務） 
第２条  委員会は、芸術系に所属する大学教員から申請があった場合、次の各号に掲 
げる研究計画の実施の適否及び実施状況等について、専門的、倫理的及び一般的な立

場から検討し、芸術系長に対し助言又は勧告する。  
（１） 「臨床研究に関する倫理指針」（平成２０年厚生労働省告示第４１５号）に

該当する倫理研究（ただし、患者等を対象とする研究を除く。）（以下「臨

床研究」という。） 
（２） 「疫学研究に関する倫理指針」（平成１９年文部科学省・厚生労働省告示第

１号）に該当する研究（以下「疫学研究」という。） 
（３） その他ヒトを対象とする研究 

 
 （組織） 
第３条  委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１） 芸術学分野、美術分野、構成分野、デザイン分野、感性科学分野及び世界

遺産学分野の業務に従事する教員 ６人 
（２） 医学・医療を専門とする自然科学分野の大学教員 １人 
（３） 法律学等を専門とする人文科学分野又は社会科学分野の大学教員 １人 
（４） 学外の学識経験者 １人 
（５） 事務職員 １人 
（６） その他芸術系長が必要と認めた者 若干人 

２ 委員会は、男女両性で構成されなければならない。 
３ 委員会に委員長を置き、芸術系長が委員のうちから指名する。 



４ 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから１名を指名する。 
５ 委員長は委員会を招集し、その議長となるとともに、会務を総括する。 
６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 
７ 委員の任期は２年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日の属する年度の翌 
年度の末日とする。 

８ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
９ 前２項の委員は、再任されることができる。 
１０ 芸術系長は、委員会に出席することができるものとする。 

 
（責務） 

第４条  委員会は、審査の対象となる研究計画に対して、倫理的、社会的及び科学的 
な観点から審査する。 

２ 審査を行うにあたっては、次の各号に掲げる観点に留意しなければならない。 
（１） 対象者（未成年者、身体的あるいは精神的に同意が得られない者を含む以

下同じ。）の参加の同意（インフォームド・コンセント）に関すること 
（２） 対象者のプライバシーの保護及び予想される不利益、危険性に係る予防手

段に関すること 
（３） 対象者の無条件による参加の取止め及び不利益不発生に関すること 

３ 委員会の運営に関し必要な事項は、別途「芸術系研究倫理委員会業務手順書（次条

において「業務手順書」という。）において定める。 
 
 （議事） 
第５条  委員会は、第６項に定める場合を除き、第３条第１項第１号、第２号、第３ 

号及び第５号の委員の過半数が出席しなければ審議及び採決ができない。 
２ 委員会は、審査を行うに当たって、申請者の出席を求め、申請内容等の説明を受け、

討議に加えることができる。 
３ 第１項の規定にかかわらず、委員会は、臨床研究又は疫学研究に係る申請について

審査の判定を行う場合には、第３条第１項第２号、第３号及び第５号の委員を除く委

員の過半数が出席し、かつ第３条第１項第２号委員並びに第３号及び第５号の委員の

いずれか１名が出席しなければ審議及び採決ができない。 
４ 審査対象の研究計画に関係のある委員は、審議及び採決に参加できない。 
５ 審査の判定は、出席した委員全員の合意を原則とする。 
６ 軽微な事項の審査については、委員長が指名する委員による迅速審査に付すことが

できる。迅速審査は、「業務手順書」に従って行う。 
 
 （審査対象） 



第６条  審査の対象は、芸術系の教授、准教授、講師及び助教（次項において「教員」 
という。）が芸術系又は関連施設等で行う研究とする。 

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる者の研究を審査することができる。た

だし、教員以外の者にあっては、教員の指導の下で行う研究に限る。 
（１）国立大学法人筑波大学研究員受入規則第２条に規定する研究員 
（２）関連教育組織の学生 
（３）その他特に審査を希望する者 

 
（情報公開） 

第７条  芸術系長は、筑波大学に情報公開請求があった場合には、原則として公開し 
なければならない。ただし、提供者等の人権、研究の独創性、知的財産の保護、競争

上の地位の保全に支障が生じるおそれのある部分は、非公開とすることができる。 
２ 情報公開請求の手続、非公開とする部分の検討及び公開の方法は、筑波大学の定め

るところによるものとする。  
３ 芸術系長は、筑波大学に情報公開請求があった場合以外においても、第１項の非公

開とする部分を除き、自ら情報公開を行うことができる。 
 
 （事務） 
第８条  委員会に関する事務は、体育芸術系支援室が行う。 
 
 （その他） 
第９条 この部局細則に定めるもののほか、研究倫理に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 
  附 則 

この部局細則は、平成２３年１０月１日から施行する。 


